
令和6年10⽉2９⽇�

秀ノ⼭部屋後援会会則�

第1条(名称)�
本会は｢秀ノ⼭部屋後援会｣と称する｡�

第2条(事務局)�
本会の事務局を東京都墨⽥区東向島4丁⽬2-9 秀ノ⼭部屋内に置く｡�

第3条(⽬的)�
本会は秀ノ⼭部屋を後援し､その発展に協⼒すると共に､会員と親⽅･ 
⼒⼠の親睦�並びに会員相互の親睦を図ることを⽬的とする｡�

第4条(組織)�
本会は､相撲を愛好し､本会の⽬的に賛同するウェブ会員、個⼈会員及び
法⼈会員をもって組織する｡�

第5条(⽀部)�
本会の⽀部として､名古屋後援会､⼤阪後援会及び九州後援会を置く｡�

第6条(役員)�
本会の会務処理のため､秀ノ⼭親⽅が任命する役員若⼲名を置く｡�

第7条(事業活動)�
本会の事業は下記の内容とし､秀ノ⼭親⽅の同意を得て役員会で具体的
内容を決定する｡�
• � 1.千秋楽祝賀会�
• � 2.成績優秀⼒⼠の表彰�
• � 3.番付表の送付�
• � 4.会報の発⾏�
• � 5.⼒⼠の養成援助�
• � 6.⼒⼠候補者獲得活動の援助�
• � 7.稽古⾒学及びちゃんこ会企画�



• � 8.オリジナルグッズの製作･販売�
• � 9.その他役員会で認めた活動(親睦会､イベントなど)�

第8条(運営資⾦)�
本会の運営は､会費､寄付⾦をもってこれに充てる｡�

第9条(会費)�
本会の会費は､個⼈会員年会費３万円､ウェブ会員⽉額２千円、    
法⼈会員30万円、50万円、100万円とする｡�

会費は年会費と⽉額費があり、年会費については⼊会時に⼀括納⼊す
る｡⼊会は随時受付とする｡但し、年度途中の退会の場合は年会費の返還
は⾏わない。�

第10条(⼊会時期)�
申込み⽇より最も近い将来の番付発表⽇を⼊会⽇とする。�
例：令和６年10⽉20⽇お申し込みの場合、10⽉27⽇の11⽉場所番付
発表⽇を⼊会⽇とする。個⼈会員、法⼈会員の場合は翌年の11⽉場所
番付発表時に後援会事務局より会員継続の案内をする。�

第11条(寄付⾦)�
寄付⾦は随時これを受け付ける｡�

第12条(退会⼿続)�
会員が反社会的勢⼒及びその関係者であることが判明した場合､公序良
俗に反する⾏為を⾏ったとき､本会の名誉･信⽤を著しく毀損したときな
どは本会の判断にて退会⼿続をとることができる｡�

第13条(任意の退会)�
本会の会員は原則として⾃動更新とする。更新を希望しない場合は、速
やかに本会事務局に退会の申し⼊れをすること。なお、年会費の未納な
ど更新時の⼿続きがない場合は、退会の意思があったものとする。�



第14条(附則)�
本会則に定められていない事項については､役員会が協議のうえ､秀ノ⼭
親⽅の同意を得てこれを決定する｡�

会費・特典�
個⼈会員�年会費�30,000円�
番付表�年間6場所/⼤相撲カレンダー�
秀ノ⼭部屋稽古⾒学&ちゃんこ会�
秀ノ⼭便りを送付(年3回)�
秀ノ⼭部屋オリジナルグッズ�
イベント各種ご案内�

ウェブ会員 ⽉額 2,000円�
番付表�年間6場所/⼤相撲カレンダー�
秀ノ⼭部屋稽古⾒学&ちゃんこ会�
秀ノ⼭便りを配信(年3回)/イベント各種ご案内�

⼩結会員 年会費3０万円�
番付表�年間６場所／⼤相撲カレンダー�
秀ノ⼭部屋オリジナルグッズ・記念品（反物）�
秀ノ⼭部屋稽古⾒学&ちゃんこ会�
イベント各種ご案内／公式HPに広告記載�
親⽅セレクトの地元福岡の特産品�

関脇会員 年会費5０万円�
番付表�年間６場所／⼤相撲カレンダー�
秀ノ⼭部屋オリジナルグッズ・記念品（反物）�
⼤相撲観戦ご招待�桝席（年１回）�
秀ノ⼭部屋稽古⾒学&ちゃんこ会�
イベント各種ご案内／公式HPに広告記載�
親⽅セレクトの地元福岡の特産品�



⼤関会員 年会費１００万円�
番付表�年間6場所／⼤相撲カレンダー �
秀ノ⼭部屋オリジナルグッズ・記念品（反物）�
⼤相撲観戦ご招待�桝席（年1回）�
秀ノ⼭部屋稽古⾒学&ちゃんこ会（貸切） �
イベント各種ご案内／公式HPに広告記載�
親⽅セレクトの地元福岡の特産品�
貴社訪問（イベントなどの参加・⽇程などご相談下さい）�

第15条(権利帰属)�
１.�秀ノ⼭部屋の名称・ロゴ等及び秀ノ⼭部屋より会員に交付した
データ、情報、⽂章、⾳、映像、イラストその他全てのコンテンツ
の権利は秀ノ⼭部屋に帰属するものであり、�会員は、秀ノ⼭部屋
の事前の承認なしに、秀ノ⼭部屋の名称・ロゴ等を使⽤し、また、�
秀ノ⼭部屋より⼊⼿したデータ、情報、⽂章、⾳、映像、イラスト
その他全てのコンテ�ンツについて、複製・転載、公衆送信、展⽰、
頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案、出版、改変・編集等をすることは
できない。�
2�.�前項は、退会後であっても適⽤されるものとする。�

※稽古⾒学につきましては、予めご予約をいただき、⽇程を調整の
上ご対応させていただきます。�

※本則に記載のない事柄があった際にはその都度⾒直しを⾏い、 
改変させていただきます。 �
 �
                     �
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